
○矢掛町広告掲載取扱要綱 

平成２０年４月１日 

告示第３３号 

改正 平成２４年６月１８日告示第７３号 

平成２７年１２月１０日告示第１２５号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，町の資産を広告媒体として活用し，民間企業等の広告を掲載すること

に関して，必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 町資産への広告掲載は，住民への情報提供に関するサービスを向上させ，地域経済

の活性化を図るとともに，民間企業との協働により，町の新たな財源を確保することを目

的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ該当各号に定めると

ころによる。 

（１） 広告媒体 次に規定する町資産のうち，広告掲載が可能なもの 

ア 町の広報等印刷物 

イ 町のホームページ 

ウ 町の財産 

エ その他，広告媒体として活用できる資産で，町長が個別に定めるもの 

（２） 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。 

（広告の範囲） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する広告は，広告媒体には掲載しない。 

（１） 町の公共性，中立性及び品位を損なうおそれがあるもの 

（２） 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの 

（３） 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

（４） 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する営業に該当するもの 

（５） 貸金業の規制等に関する法律（昭和５８年法律第３２号）第２条第１項に規定す

る貸金業に該当するもの 

（６） 政治活動又は宗教活動に関するもの 



（７） 個人，団体等の意見広告を内容とするもの 

（８） 住民の健康を害するおそれのあるもの 

（９） 前各号に定めるもののほか，広告媒体に掲載する広告として適当でないと町長が

認めたもの 

（広告掲載の基準） 

第５条 前条に定めるもののほか，広告媒体への掲載に関する基準は，町長が別に定める。 

（広告掲載の規格及び広告掲載料等） 

第６条 広告掲載の規格，広告掲載料及び位置は，次の規定による。 

広告媒体 規格 掲載料（月額） 

広報やかげ 縦４５mm×横１７０mm ２０，０００円 

縦４５mm×横８５mm １０，０００円 

縦４５mm×横５６mm ７，０００円 

ホームページ １枠 縦６０ピクセル １０，０００円 

横２０２ピクセル 

５キロバイト以下 

GIF，JPEG，PNG形式 

２ 前項に規定するもの以外については，広告媒体ごとに協議のうえ決定する。 

３ 広告の掲載位置は，町長が指定した位置とする。 

（平２７告示１２５・一部改正） 

（広告の募集等） 

第７条 広告の募集は，次に掲げる内容を町広報紙及び町ホームページ等に掲載して行う。 

（１） 広告を掲載しようとする広告媒体の種類及び枠数又は作成数等 

（２） 広告の規格及び掲載位置 

（３） 広告の掲載期間又は印刷物等の使用見込期間 

（４） 広告掲載申込期間 

（５） 広告の掲載料及びその納入期限 

（６） その他，広告掲載に必要な事項 

２ 前項の規定にかかわらず，町長は，広告主を指定して広告の掲載を依頼することができ

る。 

（広告掲載の申込み） 

第８条 広告の掲載を希望する者は，矢掛町有料広告掲載申込書（様式第１号）に掲載しよ



うとする広告の原稿等を添えて申し込むものとする。 

（広告掲載の決定等） 

第９条 町長は，広告掲載の申込みを受理したときは，申込期間終了後，第４条及び別に定

める基準に基づき，速やかに掲載の可否を決定し，矢掛町有料広告掲載決定通知書（様式

第２号）により，申込者に通知しなければならない。 

２ 町長は，同一広告掲載位置への申込みが複数あるときは，次に掲げる順位を優先順位と

し，同一順位のものの広告であるときは，抽選により掲載する広告を決定するものとする。 

（１） 国，地方公共団体，公社，公益法人，その他これらに類するものの広告 

（２） 民間企業のうち，公共的性格を有するものであって，町内に事業所等を有するも

のの広告 

（３） 前号に掲げるもの以外の民間企業又は自営業者であって，町内に事業所等を有す

るものの広告 

（４） 前３号に掲げるもの以外のものの広告 

（審査機関） 

第１０条 前条の規定による掲載の可否を決定するにあたり，疑義が生じた場合の掲載の可

否を審査するため，矢掛町広告審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会の委員は，副町長，総務企画課長，町民課長，産業観光課長，建設課長，教育課

長をもって充てる。 

３ 委員会の委員長は，副町長とする。 

４ 委員長不在の場合は，総務企画課長がその職務を代行する。 

（平２７告示１２５・一部改正） 

（会議） 

第１１条 委員会の会議は，委員長が招集する。 

２ 委員会の会議は，委員長がその議長となる。 

３ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，委員長の決する

ところによる。 

４ 委員会は，必要に応じて，会議に関係者を出席させ，意見等を聴くことができる。 

５ 委員会の庶務は，総務企画課において処理する。 

（広告掲載料の納入） 

第１２条 広告主は，第９条第１項の掲載の決定があった場合は，町長が指定する期日まで

に，広告掲載料を一括前納するものとする。ただし，町長が特別の理由があると認めたと



きは，この限りでない。 

（広告主の責任等） 

第１３条 原稿及び広告物の作成経費は，広告主の負担とする。 

２ 広告の内容に関する全責任は，広告主が負うものとし，第三者から苦情若しくは被害の

申立て又は損害賠償等の請求があった場合は，自らの責任で解決しなければならない。 

３ 広告主は，広告掲載の権利を譲渡し又は転貸してはならない。 

４ 広告主は，掲載しようとする広告が屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条

第１項に規定する屋外広告物に該当する場合は，岡山県屋外広告物条例（昭和４１年岡山

県条例第２９号）に規定する許可を受けたものでなければならない。 

５ 広告主は，広告を取り下げるとき又は広告内容を変更しようとするときは，矢掛町有料

広告掲載申込内容変更・取下げ届（様式第３号）に必要書類を添えて，遅滞なく町長に届

け出なければならない。 

６ 広告主は，広告掲載期間終了後，必要に応じて，速やかに広告主の経費負担により，広

告を撤去しなければならない。ただし，広告掲載期間を更新する場合は，更新期間終了後

とすることができる。 

７ 広告主は，前項の規定により広告を撤去した場合は，速やかに町長に届け出なければな

らない。 

（広告掲載決定の取消し） 

第１４条 町長は，次の各号に該当する場合は，広告掲載の決定を取り消すことができる。 

（１） 提出した原稿等に虚偽があると認められた場合 

（２） 町長が指定する日までに広告主が広告掲載料を納入しなかった場合 

（３） 広告主が必要な届出を怠った場合 

（４） その他，町長が特に取り消す必要があると認めた場合 

（広告掲載料の還付） 

第１５条 広告掲載料は還付しない。ただし，広告主の責めに帰さない事由により広告掲載

ができない場合は，この限りでない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか，広告の掲載に関し必要な事項は，町長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 



附 則（平成２４年６月１８日告示第７３号） 

この要綱は，公布の日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月１０日告示第１２５号） 

この要綱は，公布の日から施行し，平成２７年４月１日から適用する。 



 



 



 



様式第１号（第８条関係） 

様式第２号（第９条関係） 

様式第３号（第１３条関係） 

 


